
        

平成 21 年５月 27 日 

報道各位 
 

～日本貸金業協会自主ルールに基づく～ 

貸金業者の新聞・雑誌・テレビ CM の広告審査結果について 
 (H20.8.1～H21.3.31 間の集計) 

 

附：スポーツ新聞・夕刊紙のモニタリング調査結果 
 

「広告の内容・わかりやすさが大幅に改善」 
 

日本貸金業協会(以下：協会)では、重要な営業活動である広告が、資金需要者等による業者及び商

品選択にきわめて大きな影響を与えることから、協会独自の自主ルールに基づく広告審査を行ってお

ります。 

当協会の審査機関（広告審査小委員会）は、協会員の出稿する題記広告の作品を事前に審査し自主

ルールに定める事項（新聞・雑誌 38 項目、テレビ CM28 項目）に抵触していないかを厳しくチェ

ックし、抵触していると判断したものについては改善を要請し、承認番号を付与するまで審査を繰り

返しております。（平成 20 年 8 月から「新聞・雑誌」、同年 9 月から「テレビ CM」の審査を開始）。   

その結果、スポーツ新聞・夕刊紙に出稿されていた協会員の未承認広告(不適切な広告)が、昨年 10・

11 月の調査では 29.7％であったものが、本年３・４月の調査では 4.1％まで低下し、また、広告の

内容・わかりやすさが大幅に改善されました。以下、その概要についてご報告いたします。 

 

１．広告事前審査の結果（平成 21 年３月 31 日現在） 

(１) 対応件数と結果の内訳 

H20 年 8 月～H21 年 3 月 

（テレビ CM は H20 年 9 月開始） 
新聞・雑誌 テレビ CM 合  計 

新規申請件数 662 100% 31 100% 693 100%

対

応 

改善要請件数 

初回承認件数 

その他(注 1) 

241

420

１

36.4%

63.4%

0.2%

9

17

５

29.0% 

54.9% 

16.1% 

250 

437 

６ 

36.1%

63.0%

0.9%

結

果 

承認件数(H21.3.31 時点) 

不承認(申請取下げ) 

その他(注 2) 

634

23

５

95.8%

3.5%

0.7%

26

1

４

83.9% 

3.2% 

12.9% 

660 

24 

９ 

95.2%

3.5%

1.3%

(注 1)未審査 6 件（審査前に申請取下げ 1 件・４月に審査繰越 5 件） (注２)改善要請中４件(広告改善待ち)・未審査５件(4 月に審査繰越) 

【対応件数合計内訳】(H20.8 月～H21.3 月)            【結果件数合計内訳】(H21.３月末現在) 

改善要請
(%), 36.1 

初回承認
(%), 63.0 

その他(%), 
0.9 

承認(%), 
95.2

不承認(%), 
3.5

その他(%), 
1.3

 

 

 

 

 

 

(２) 審査となる基準 「広告審査に係る審査基準」（「別紙」） 
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２．改善要請をした新聞・雑誌広告の例 

CM 28 項目 

 

)「表示義務」項目の未充足 

関する事項（担保の種類・保証人の要否）が表示されていない ⇒74 件

数点一位までの表示等） 

る場合、当該ホームページに返済シミュ 

 

)「表示禁止」項目に抵触 

審査を全く行わずに貸付けが実行されるかのような表現 ⇒61 件

ド融資」 

・安 ⇒22 件

」 

・債 者にも容易に貸付けを行う旨の  

10 件

出発応援中」「あなたの再出発を応援します」「あきらめないで」等 

 

の表現を明瞭かつ正確に表示の不備  ⇒74 件

. ％のような年率かどうか不

・貸付 限度額が表示されていない ⇒41 件

 

(１) 審査結果による改善要請項目の内訳 

・  新聞・雑誌 38 項目  ・テレビ

  ※ 各項目の内容は、次ページを参照。 

 

(２

<具体例> 

・担保に

・協会の相談及び苦情窓口表示の記載要件の不備(受付時間等) ⇒71 件

・貸付条件等の文字の大きさを９級以上で表示することの不備 ⇒65 件

・返済回数が表示されていない ⇒37 件

・返済期間が表示されていない ⇒33 件

・貸付けの利率の表示の不備（小 ⇒26 件

・啓発文言が表示されていない ⇒24 件

・ホームページアドレスを表示す

レーションを備えていない 

⇒21 件

(３

<具体例>  

・貸付け

「即融資」「即日振込」「即日融資」「すぐにお振込み」「スピー

「即日 500 万円迄」「返済で悩む事のない未来をあなたに」 

「お電話一本頂ければスピード対応でご融資いたします」等 

 

易な借入れを助長する、またはその疑いがある表現 

「お電話一本で 50 万円まで積極融資」「若い人大歓迎

「必ずあなたのお役に立ちます」等 

 

務整理を行った者や破産免責を受けた

表現 

「再

⇒

 

(４)「留意事項」項目に抵触 

<具体例> 

・利息等

（年○.○％という表示ではなく、単に○ ○ 明瞭

な表示。遅延損害金同率を「遅同」「遅延同率」のように略された不明瞭

な表示等） 

けの種類毎の

・審査をする旨が表示されていない ⇒25 件
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1 18 2.4% 1 6 14.0%

2 26 3.5% 2 6 14.0%

3 18 2.4% 3 6 14.0%

4 33 4.5% 4 9 20.9%

5 37 5.0% 5 0 0.0%

6 17 2.3% 6 0 0.0%

7 74 10.1% 7 7 16.3%

8 0 0.0% 8 8 18.6%

9 0 0.0% 9 0 0.0%

10 6 0.8% 10 0 0.0%

11 11 1.5% 11 0 0.0%

12 65 8.8% 12 0 0.0%

13 19 2.6% 13 0 0.0%

14 4 0.5% 14 0 0.0%

15 71 9.7% 15 0 0.0%

16 24 3.3% 16 0 0.0%

17 13 1.8% 17 0 0.0%

18 21 2.9% 18 0 0.0%

19 22 3.0% 19 0 0.0%

20 0 0.0% 20 0 0.0%

21 8 1.1% 21 0 0.0%

22 4 0.5% 22 0 0.0%

23 61 8.3% 23 1 2.3%

24 10 1.4% 24 0 0.0%

25 4 0.5% 25 0 0.0%

26 1 0.1% 26 0 0.0%

27 1 0.1% 27 0 0.0%

28 74 10.1% 28 0 0.0%

29 12 1.6% 43 100.0%

30 0 0.0%

31 0 0.0% ※　テレビCMの抵触件数43件の内訳は、

32 9 1.2% 　絵コンテ上に、規定の「文字の大きさ」と「露出秒数」の説明が

33 25 3.4% 　なかったものが39件、

34 41 5.6% 　必須表示事項の表示がなかったものが４件であった。

35 0 0.0% 　(項目4・考査承認番号仮表示3件、項目23・審査をする旨1件）

36 1 0.1%

37 1 0.1%

38 4 0.5%

735 100.0%

表
示
の
義
務

（
⑱
項
目

)

商号・名称・氏名・登録番号の表示（登録簿に登録済のも
の）

(H20.8～H21.3)

協会員番号の表示

貸金業協会マークの表示

返済回数の表示

賠償額の予定の表示（違約金・元本割合年率小数点一位
まで表示）

担保に関する事項の表示（担保の種類・保証人の要否）

貸付けの利率の表示（上限利率・小数点一位まで表示）

返済の方式の表示

返済期間の表示

他社借入件数、借入金額について考慮しない貸付けを行う旨
の表現

ホームページアドレスを表示する場合は、当該HPに啓発文
言があること
ホームページアドレスを表示する場合は、当該HPに返済シ
ミュレーションを備えること

貸金業協会マークの適切な表示(視認性の確保）

協会の相談および苦情窓口の表示の記載要件

携帯電話の表示

貸付け審査を全く行わずに貸し付けが実行されるかのような表
現

債務整理を行った者や破産免責を受けた者にも容易に貸
付けを行う旨の表現

不当景品類及び不当表示防止法・屋外広告物法等を遵守

公的な年金、手当等の受給者の借り入れ意欲をそそるような表
示

貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させる表
示

留
意
事
項

（
⑪
項
目

）

利息等の表現を明瞭かつ正確に表示

事実に基づかない表現により、資金需要者などに誤認させ
る恐れのある表現

無人契約機の場合は「無人契約機」「店頭と同様の審査を
行っている旨」を記載
不動産担保金融などの場合、手数料及び期限前償還の違
約金について表示
返済例を表示する場合は、貸付利率の上限率で計算した例を
表示

審査をする旨を明記

貸付けの種類ごとの限度額を明記

礼金、割引金、手数料、調査料等の費用を徴求する場合
は、その名称を明記

貸付けの利率に関する不適切な表示

表
示
の
禁
止

（
⑨
項
目

）

合計
(H20.9～H21.3)

啓発文言の表示（文字級数）

貸付け審査を全く行わずに貸し付けが実行されるかの
ような表現

顧客誘引を目的とした特定の商品を中心的な商品であると
誤解させるような表示
他の貸金業者利用者または返済能力がない者を対象に勧
誘する表示

貸付けの利率の表示<上限利率・小数点一位まで表示
>（文字級数・露出時間)
賠償額の予定の表示<違約金・元本割合年率小数点一
位>（文字級数・露出時間)

啓発文言の表示

留
意
事
項

（
⑪
項
目

）

年齢制限の表示（文字級数・露出時間)

その他の事項の表示<貸金業法15条要件、考査承認番
号、協会員番号及びマーク>（文字級数・露出時間)

安易な借り入れを助長する、またはその疑いのある表現

比較広告

協会の相談および苦情窓口の表示

文字級数は9級以上で表示（該当事項の1-9及び11･15･
16）

協会員番号の正しい表示

電話番号・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ・電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（登録簿に登録済のもの
に限る、URL・電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを表示の際は電話番号表示必須）

ホームページアドレスを表示する場合、当該HPに啓発
文言及び返済シミュレーションがあること

安易な借入れを助長する、またはその疑いのある表現

顧客誘引を目的とした特定の商品を中心的な商品であ
ると誤解させるような表示
他の貸金業者利用者または返済能力がない者を対象
に勧誘する表示

啓発文言の表示

啓発文言の表示（貸付条件表示と別に単独で表示する
こと）

啓発文言の表示（とりきり表示、露出時間）

事実に基づかない表現により、資金需要者などに誤認
させる恐れのある表現

利息等の表現を明瞭かつ正確に表示

審査をする旨を明記

貸付けの種類ごとの限度額を明記

貸付けの利率に関する不適切な表示

携帯電話の表示

債務整理を行った者や破産免責を受けた物にも容易に
貸付けを行う旨の表現
他社借入件数、借入金額について考慮しない貸付けを
行う旨の表現
公的な年金、手当等の受給者の借り入れ意欲をそそる
ような表示
貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させる
表示

改善要請項目(38項目)
≪テレビCM≫

改善要請項目(28項目)

返済例を表示する場合は、貸付利率の上限率で計算し
た例を表示

表
示
の
義
務

（
⑨
項
目

）

表
示
の
禁
止

（
⑧
項
目

）

礼金、割引金、手数料、調査料等の費用を徴求する場
合は、その名称を明記
無人契約機の場合は「無人契約機」「店頭と同様の審査
を行っている旨」を記載
不動産担保金融などの場合、手数料及び期限前償還
の違約金について表示

不当景品類及び不当表示防止法・屋外広告物法等を
遵守

合計≪新聞・雑誌広告≫
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３．スポーツ新聞、夕刊紙のモニタリング調査結果 

協会員がスポーツ新聞・夕刊紙に出稿する広告について、承認済みであるかどうかを調べる

ために協会支部による全国モニタリング調査を実施してきました。 

 

 
調 査 年 月

(注) 

調 査 

支部数 

審査対象広告 

(出稿協会員数) 

未承認広告 

(出稿協会員数) 

未承認広告の

割合 

第 1 回 
H20 年 

10 月、11 月 
47 支部 

のべ 1,577 件

(81 社)

468 件 

(22 社) 
29.7%

第 2 回 
H21 年 

1 月、2 月 
47 支部 

のべ 1,289 件

(70 社)

157 件 

(12 社) 
12.2%

第 3 回 
H21 年 

3 月、4 月 
47 支部 

のべ 1,006 件

(70 社)

41 件 

 ( 3 社) 
4.1%

(注) 当該月中の任意の１日を調査 

※ 対応１ 未承認広告を出稿した協会員（広告会社）を是正指導した。 

※ 対応 2 広告媒体の業界団体（日本新聞協会、日本民間放送連盟等）、   

  広告会社の団体（日本広告業協会等）にご協力を依頼した。 

 

 その結果、未承認広告(不適切広告)が 29.7%から 4.1%まで低下いたしました。 

 

４．今後について  

  ① 広告事前審査における「初回承認率」の割合を上昇させる。 

②「未承認広告」の割合を限りなくゼロに近づける。  

③ 電話帳広告についても事前審査の対象として審査を実施予定。 

  ④ 新聞（地方紙）・雑誌についてもモニタリング調査を実施し、「未承認広告」が 

出稿されないよう監視・指導を続けていく。 

  ⑤ 行政及び広告関係団体等と、更なる協力及び連携する体制を築いていく。 

 

※ 当資料の詳細につきましては、「平成 20 年度広告出稿審査の状況について」(別添)

をご参照ください。 

 

 
東京都港区高輪三丁目 19 番 15 号 

日 本 貸 金 業 協 会 

（協会員数 2,８４１社 平成 21 年４月末現在） 

会 長 小 杉 俊 二 

問い合わせ先 コンプライアンス部広告審査課 

電話番号  03－５７３９－3014 

FAX 番号 03－５７３９－3027 
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平成２０年度広告出稿審査の状況

について

  日本貸金業協会は、協会員が貸金業法及び関係法令を遵守し、協会員間の秩序

を保持することを強化促進するために「貸金業の業務運営に関する自主規制基本

規則」(以下：自主規制基本規則）を作成し、定款第６条に基づき、協会員がその

貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項を定め

ています。

　また、自主規制基本規則第４３条第１項において、協会員は、個人向け貸付け

の契約に係る「テレビＣＭ」、「新聞及び雑誌広告」を出稿するにあたり、協会

が設ける審査機関から承認を得なければならないと定めております。

  当協会では、平成１９年１２月１９日に設立後、種々の準備を経て、平成２０

年８月から「新聞・雑誌」、同年９月から「テレビＣＭ」の広告出稿審査を開始

いたしました。

　その平成２０年度広告出稿審査状況の概要についてご報告いたします。

平成２１年　５月２７日

日本貸金業協会



平成 20 年度 広告出稿審査の状況について 

     
Ⅰ．広告出稿審査の概要       

１．目的 
▷  協会員の広告において、貸金業法第 15 条に定める貸付条件等の表示や、同第 16

条に定める誇大広告等の禁止事項について遵守させること。 
▷  協会員の貸金業に関する広告が協会員の重要な営業活動であるとともに、当該広

告により提供される情報が資金需要者等による業者及び商品選択に与える影響が

大きいことにかんがみ、協会員の貸金業に関する広告の適正な業務の運営を確保し、

もって資金需要者等の利益の保護を図ること。（自主規制基本規則第 40 条） 
       

２．広告審査の基準 
   「広告審査に係る審査基準」・・・「自主規制基本規則」第７節「広告および勧誘に関

する規則」に定めるところの審査対象や、遵守事項、

留意事項等をより明確にし、広告審査を円滑に進める

ために、平成 20 年 5 月 2 日～31 日のパブリックコメ

ント募集期間を経て、平成 20年８月１日に制定した。 
 
３．広告出稿審査の方法       

(1)  協会員が、個人向け無担保無保証における金銭を貸付ける契約に係る広告を

「テレビＣＭ」、「新聞及び雑誌」に出稿する場合は、事前に出稿予定の広告原

稿を、メール若しくは郵送にて当協会へ申請をする。    
(2)  広告審査小委員会及び事務局コンプライアンス部広告審査課にて、受付後、

４営業日以内に、「広告審査に係る審査基準」に基づいた審査を行う。  
(3)  内容に問題がない広告については、考査承認番号を付与し、内容に問題があ

る広告については、「広告内容改善要請書」で改善を求める。 
一方、協会員は、考査承認番号を得た後に、広告掲載媒体へ出稿手続きを行う。 

 
４．提出書類  

(1) 広告出稿審査申請書 
(2) 広告予定原稿        

  
５．集計期間 

新聞及び雑誌広告：平成２０年８月１日～平成２１年３月３１日 
テ レ ビ Ｃ Ｍ ：平成２０年９月１日～平成２１年３月３１日   
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６．広告出稿審査申請状況 
(1) 新規申請総件数       

  
①新聞及び雑誌広告 ６６２件 

②テレビＣＭ ３１件 

合  計 ６９３件 

 
 

(2) 貸金業登録先別 
        

登録先 のべ会員数 新聞・雑誌 テレビＣＭ 
①財務局登録 ３４６会員 ３１５件 ３１件 
②都道府県登録 ３４７会員 ３４７件 ０件 
合  計 ６９３会員 ６６２件 ３１件 

 
 

(3) 広告サイズ別（新聞・雑誌広告） 
 

サイズ区分 広告数 財務局登録 都道府県登録 
①一般(全一段以上の広告)  ２７０件 ２１０会員 ６０会員 
②雑報(全一段未満の広告) ３９２件 １０５会員 ２８７会員 
合  計 ６６２件 ３１５会員 ３４７会員 
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Ⅱ．広告出稿審査結果 
１．新規申請(注)広告に対する審査結果 

  (注)「新規申請」とは、原案作成後、初めて審査にかける広告原稿の申請である。 

なお、審査により「広告審査に係る審査基準」に抵触し、改善要請が出された原稿は、修正

のうえ、最終的に承認されるまで申請が繰り返される。 

当審査結果は、新規申請された広告が、平成 21 年 3 月末時点で、どのような結果になった

かについての件数である。 

 
【新聞・雑誌広告】 

◎新規申請総件数 ６６２件に対する、平成 21 年３月末時点における件数内訳。 

     

≪審査完了≫ 

・承認した件数  ６３４件（初回承認４２０件・改善後承認２１４件） 

     ・申請取下げ件数  ２３件 

 

≪審査継続≫ 

・未審査の件数    １件（次月に繰り越し） 

     ・改善中の件数    ４件（次月以降に繰り越し） 

 
【テレビＣＭ】 

◎新規申請総件数 ３１件に対する、平成 21 年３月末時点における件数内訳。 

      

≪審査完了≫ 

・承認した件数   ２６件（初回承認１７件・改善後承認９件） 

・申請取下げ件数   １件 

 

≪審査継続≫ 

・未審査の件数     ４件（次月に繰り越し） 
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0年8月～平成21年3月末累計(注7)

H21.3.31現在

12月11月

年

(27)
(21)

0

7 1 4 5
4

広告件数

0年8月～平成21年3月）を通じて提出
３月末時点における最終結果

「未審査」「改善中」の件数は、月次の数値
（月次の数値は、当月に新規申

21年

平成20年 8月 9月 10月
新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計

新規申請広告件数 110 － 110 117 1 118 92 1 93 67 5 72 73 2 75
当
月
末
審
査
状
況

審
査
結
果
完
了

承　認 71 － 71 110 0 110 77 0 77 62 4 66 57 2 59
初回承内 認(注2) (37) － (37) (82) (0) (82) (57) (0) (57) (54) (4) (58) (50) (2) (52)
改善後訳 承認(注3) (34) － (34) (28) (0) (28) (20) (0) (20) (8) (0) (8) (7) (0) (7)

申請取下 0(注4) － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(注1)

審
査
継
続

未審内 査(注5) 15 － 15 3 1 4 1 1 2 3 1 4 6 0 6
改善訳 中(注6) 24 － 24 4 0 4 14 0 14 2 0 2 9 0 9

平成21平成 1月 2月 平成23月
新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 合計新聞･雑誌 TV 新聞･雑誌 TV 総計

新規申請広告件数 82 0 82 59 10 69 62 12 74 662 31 693新規申請広告件数

当
月
末
審
査
状
況

審
査
結
果
完
了

承　認 56 0 56 47 1 48 58
(43)
(15)

1

2

8

0

66 平
成 634 26 660承　認審

査
初回承内 認(注2) (50) (0) (50) (27) (0) (8)

(0)
(51) 二 初回承認 (420) (17) (437)

内訳
結

改善後訳 承認(注3) (6) (0) (6) (20) (1) (15) 十 改善後承認 (214) (9) (223)果

申請取下(注4) 2 0 2 0 0 1
年
度 23 1 24

完
了 申請取下

(注1) 末
審

審
査
継
続

未審内 査(注5) 1 0 1 8 9 1
0

査 未審査 1 4 5審
査 内訳

改善訳 中(注6) 23 0 23 4 0 2
状
況 改善中 4 0 4継

続

(注1) 「審査結果完了」・・・当月中に審査結果が完了した広告件数　 （注7）
上表は、８ヶ月間(平成2
された新規申請広告(693件)の
である。
「承認」「申請取下」
の単純合計数とはならない。
請があった広告の当月末時点の状況の件数のため）

越された広告件数

「審査継続」・・・翌月以降に審査結果が繰り越された広告件数

(注2) 「初回承認」・・・最初の審査で「承認」された広告件数

(注3) 「改善後承認」・・・改善要請を受けた後、当月中に再申請があり「承認」された

(注4) 「申請取下」・・・新規申請の後、当月中に申請取下げとなった広告件数

(注5) 「未審査」・・・当月末に新規申請があったため、審査が翌月に繰り越された広告件数

(注6) 「改善中」・・・改善要請を受けた後、当月中に再申請がなく、翌月以降に対応が繰り
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  ２．新規及び再申請(注)広告に対する対応件数(承認・改善要請等対応の総件数) 
  (注) 「再申請」とは、新規申請広告を審査した結果、内容の改善を要請し、それが修正され、再

度申請がなされたもの。 

当対応件数は、新規及び再申請された広告を、平成 21 年 3 月末時点で、協会が何件対応を

したかについての内訳である。 

 

【新聞・雑誌広告】 
 
◎新規及び再審査の総申請件数 ９２１件 
（新規申請件数６６２件・再審査申請件数２５９件）に対する、 

平成 21 年３月末時点における件数内訳。 
     

≪審査対応≫ 
・承認した総対応件数  ６３４件（初回承認４２０件・改善後承認２１４件） 

    ・改善要請した総対応件数２８５件（初回申請２４１件・２回目以降４４件） 
                    （内、申請取下げとなった総件数２２件） 

≪審査未対応≫ 
・審査対象外となったため審査取下げとなった件数 

   １件（不動産担保のみの広告に修正された為） 
    ・３月末時点での未審査件数  １件（４月に処理を繰り越し） 

 
 

【テレビＣＭ】 
 
◎新規及び再審査の総申請件数 ４０件 
（新規申請件数３１件・再審査申請件数９件）に対する、 

平成 21 年３月末時点における件数内訳。 
     

≪審査対応≫ 
・承認した総対応件数      ２６件（初回承認１７件・改善後承認９件） 

    ・改善要請した総対応件数     ９件(初回申請９件） 
     

≪審査未対応≫ 
・未審査で審査取下げとなった件数 １件  
・３月末時点での未審査総件数   ４件（４月に処理を繰り越し） 
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12月

(51)
(26)

(18)
(7)

平成21年3月31日現在3月

平成２０年 8月 9月 10月 11月
新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計

新規申請件数 110 － 110 117 1 118 92 1 93 67 5 72 73 2 75
再審査申請件数 47 － 47 57 0 57 27 0 27 22 1 23 14 0 14

合　計 157 － 157 174 1 175 119 1 120 89 6 95 87 2 89

対
応
件
数

承　認 71 － 71 142 0 142 82 0 82 72 5 77 60 3 63
内
訳

初回承認 (37) － (37) (87) (0) (87) (59) (0) (59) (55) (4) (59) (53) (3) (56)
改善後承認 (34) － (34) (55) (0) (55) (23) (0) (23) (17) (1) (18) (7) (0) (7)

改善要請 62 － 62 53 0 53 38 0 38 15 1 16 21 0 21
内
訳

初回申請 (58) － (58) (42) (0) (42) (35) (0) (35) (10) (1) (11) (17) (0) (17)
2回目以降 (4) － (4) (11) (0) (11) (3) (0) (3) (5) (0) (5) (4) (0) (4)

合　計 133 － 133 195 0 195 120 0 120 87 6 93 81 3 84
申請取下げ 0 － 0 4 0 4 2 0 2 7 0 7 2 0 2

平成２１年 1月 2月
新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 新聞･雑誌 TV 合計 H2 新聞･雑誌 TV 総計0.8月～H21.3月

新規申請件数 82 0 82 59 10 6 29 6 12 74 662 31 693新規申請件数

再審査申請件数 22 0 22 44 1 45 26 7 33 259 9 268再審査申請件数

合　計 104 0 104 103 11 114 88 19 107 921 40 961合　計

対
応
件
数

承　認 68 0 68 62 1 63 77 1

7

2

7 94 634 26 660承　認

内
訳

初回承認 (51) (0) (51) (27) (0) (27) (10)
(7)

(61) 初回承認 (420) (17) (437)内

改善後承認 (17) (0) (17) (35) (1) (36) (33) 改善後承認 (214) (9) (223)訳

改善要請 39 0 39 32 1 33 25 32 対 285 9 294改善要請
内
訳

初回申請 (36) (0) (36) (25) (1) (26) (7)
(0)

(25) 応 初回申請 (241) (9) (250)内

2回目以降 (3) (0) (3) (7) (0) (7) (7) 件 2回目以降 (44) (0) (44)訳

合　計 107 0 107 94 2 96 102 4 126 数 919 35 954合　計
申請取下げ 3 1 4 2 0 2 3 0 3 1 1 2その他

1 4 5未審査

921 40 961総合計
23 1 24申請取下げ
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３．広告審査結果における改善要請内容集計結果 
 

「広告審査に係る審査基準」に基づく広告出稿審査の結果、改善のポイントとされる項

目(新聞・雑誌 38 項目、テレビＣＭ28 項目)のうち、上位にあがった項目は以下のとお

り。 

 
【新聞・雑誌広告】 
 
１位 74 件(10.1%) 7.｢担保に関する事項(担保の種類・保証人の要否)｣の表示なし 

１位 74 件(10.1%) 28.｢利息等の表現を明瞭かつ正確に表示｣の不備(年率表記無し等) 

３位 71 件 (9.7%) 11. ｢相談および苦情窓口の表示｣の記載要件不備(受付時間間違い等) 

４位 65 件 (8.8%) 12.｢貸付条件等の文字級数は 9 級以上で表示｣の不備 

５位 61 件 (8.3%) 23. ｢貸付け審査を全く行わずに貸し付けが実行されるかのような表

現｣に抵触⇒｢即日融資｣｢すぐにお振込み｣｢スピード融資｣等 

６位 41 件 (5.6%) 34.｢貸付けの種類ごとの限度額｣の明記なし 

７位 37 件 (5.0%) 5.｢返済回数｣の表示なし  

８位 33 件 (4.5%) 4.｢返済期間｣の表示なし  

９位 26 件 (3.5%) 2.｢貸付けの利率の表示(上限利率・小数点以下一位まで表示)｣なし 

10 位 25 件 (3.4%) 33.｢審査をする旨｣の明記なし 
 

  ※各項目の月別件数と具体例は、次頁の表と数字に対応 
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い人大歓迎！」「必ずあなたのお役に立ちます」等のような表示
－

不的確な表示　等

－

－

「福(0)00000」のような登録行政庁が不明瞭な表示　等

遅同」「遅年」「遅延同率」等のような不明瞭な表示

等のような表示

－
－

お客様ご紹介キャンペーン実施中！」等のような表示

－

」「今なら低金利」「今がチャンス」「特別融資キャンペーン中」等のよ

相談」「他社で断られた方にも前向き審査」等のような表示

ピード融資」「即日500万円迄」「お電話一本頂ければ
なたに」等のような表示

「あきらめないで」等のような表示

「もうあきらめていませんか」等のような表示

9%より大きくした表示

(4) ③
ュレーション)の表示なし

表示

平成20年度新聞・雑誌広告出稿審査における「広告審査に係る審査基準」抵触項目集計表

広告
審査
基準

抵触項目
（1-16.19.20表示の義務等、17.18.21-27表

意事項等）
示の禁止

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成20年 平成21年
、28-38留

(H20
合計
.8～H21.3)

主な抵触事例

Ⅰ

‐
３

(1)-①-イ 1 商号・名称・氏名・登録番号の表示（登録簿に登録済のもの） 18 2.4% 6 4 1 1 0 1 5 0 法人登録であるにも関わらず「株式会社」の表示なし、
(1)-①-ロ 2 貸付けの利率の表示（上限利率・小数点一位まで表示） 26 3.5% 6 6 1 1 2 1 8 1 貸付け利率の小数点１位までの表示なし　等

(1)-①

3 返済の方式の表示 18 2.4% 8 4 1 1 0 2 0 2 必須表示事項(返済の方式)の表示なし
-ハ 4 返済期間の表示 33 4.5% 10 8 3 3 0 4 0 5 必須表示事項(返済期間)の表示なし

5 返済回数の表示 37 5.0% 13 10 4 2 0 2 2 4 必須表示事項(返済回数)の表示なし
(1)-①-ニ 6 賠償額の予定の表示（違約金・元本割合年率小数点一位まで表示） 17 2.3% 10 4 0 1 0 2 0 0 必須表示事項(賠償額の予定)の表示なし
(1)-①-ホ 7 担保に関する事項の表示（担保の種類・保証人の要否） 74 10.1% 22 15 9 3 2 8 8 7 必須表示事項(担保及び保証人の要否)の表示なし

(1)-①-ヘ 8
電話番号・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ・電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（登録
る、URL・電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを表示の際は電話番号表

簿に登
示必

録済の
須）

ものに限
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0

(1)-  ③ 9 協会員番号の表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
(1)-④ 10 貸金業協会マークの表示 6 0.8% 0 0 2 2 0 0 0 2 当該条件の必須表示事項(協会員マーク)の表示なし

(1)-⑤ 11 相談および苦情窓口の表示 11 1.5% 0 0 3 2 2 2 0 2 当該条件の必須表示事項(協会相談窓口)の表示なし

(2)-① 12 文字級数は9級以上で表示（該当事項の1-9及び11･15･16） 65 8.8% 4 16 15 1 8 12 6 3 必須表示要件(９級以上)での表示なし

(2)-③ 13 協会員番号の正しい表示 19 2.6% 8 1 3 0 0 4 0 3 協会名称の不正確な略称や協会員番号桁数の不正確な表示

(2)-④ 14 貸金業協会マークの適切な表示(視認性の確保） 4 0.5% 0 0 0 0 0 4 0 0 視認性が確保できない4mm未満のサイズでの表示

(2)-⑤ 15 相談および苦情窓口の表示の記載要件 71 9.7% 25 9 10 8 2 13 3 1 受付時間の間違い、罫線囲み無しのような不正確・

(3) 16 啓発文言の表示 24 3.3% 7 7 2 4 0 3 0 1 必須表示事項(啓発文言)の表示なし

(4)-① 17 安易な借り入れを助長する、またはその疑いのある表現 22 3.0% 1 4 5 0 4 3 4 1 「お電話一本で50万円まで積極融資！」「若

(4)-② 18 比較広告 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)-
19

ホームページアドレスを表示する場合は、当
あることあること

該HPに啓発文言が
13 1.8% 0 3 6 0 1 2 1 0 当該ホームページに必須表示事項(啓発文言)の表示なし

③
20

ホームページアドレスを表示する場合は、当
レーションを備えること

該HPに返済シミュ
21 2.9% 0 3 8 0 4 4 1 1 当該ホームページに必須表示事項(返済シミ

Ⅲ

2 21
顧客誘引を目的とした特定の商品を中心的
させるような表示

な商品であると誤解
8 1.1% 0 2 1 2 2 0 0 1

期間、内容詳細が不明な「低利キャンペーン
うな表示

3 22
他の貸金業者利用者または返済能力がな
る表示

い者を対象に勧誘す
4 0.5% 2 0 0 0 0 0 0 2 「他店ご利用中の方もOK！」「件数・金額等ご

4-① 23 貸付け審査を全く行わずに貸し付けが実行されるかのような表現 61 8.3% 12 12 6 2 4 7 11 7
「即融資!!」「即日振込」「即日融資」「すぐにお振込み」「ス
スピード対応でご融資いたします」「返済で悩む事のない未来をあ

4‐② 24
債務整理を行った者や破産免責を受けた者にも容易に貸付け

10 1.4% 3 0 0 0 2 1 3 1 「再出発応援中」「あなたの再出発を応援します」

4-③ 25

を行う旨の表現
他社借入件数、借入金額について考慮しない貸付けを行う旨の表

4 0.5% 1 0 0 0 2 0 0 1 「件数・金額等ご相談」「他社で断られた方にも前向き審査」

5 26

現

公的な年金、手当等の受給者の借り入れ意欲をそそるような表示 1 0.1% 0 0 0 0 0 1 0 0 「高齢者の方でも安心」のような表示

Ⅳ

6 27 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させる表示 1 0.1% 0 0 1 0 0 0 0 0 「金利割引率5.1%OFF」を、貸付け利率12.

1-①

1-②

28

29

利息等の表現を明瞭かつ正確に表示
事実に基づかない表現により、資金需要者などに誤認させる恐

74

12

10.1%

1.6%

24 12 5 3 4 10 9 7

2 4 1 1 2 1 1 0

年率○．○％、年○．○％など年率表記の欠如、「

「相談優良店」「近畿財務局長認可」「安心と信頼」
れのある表現

1-③ 30 貸付けの利率に関する不適切な表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1-④ 31 携帯電話の表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1-⑤ 32 不当景品類及び不当表示防止法・屋外広告物法等を遵守 9 1.2% 0 0 6 0 3 0 0 0 キャンペーン内容(実施期間、要件)が不明な「

2-① 33 審査をする旨を明記 25 3.4% 7 8 1 1 0 5 2 1 必須表示事項(審査をする旨)の表示なし

2-②

2-③

34

35

貸付けの種類ごとの限度額を明記
礼金、割引金、手数料、調査料等の費用を徴求する場合は、そ

41

0

5.6%

0.0%

20 9 3 1 0 4 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0

必須表示事項(貸付け

2-④ 36
無人契約機の場合は「無人契約機」「店頭
の名称を明記

と同様の審査を行っ
1 0.1% 0 1 0 0 0 0 0 0 当該条件の必須表示事項(無人契約機も店頭と同様の審査を行っている旨)の表示なし

2-⑤ 37

ている旨」を記載
不動産担保金融などの場合、手数料及び期限前償還の違約金

1 0.1% 0 1 0 0 0 0 0 0 当該条件の必須表示事項(手数料等)の表示なし

2-⑥

について表示

38

について

返済例を表示する場合は、貸付利率の上限率で計算した例を表示 4 0.5% 1 0 2 0 0 0 1 0 返済例が上限の率での表示なし

-8-



【テレビＣＭ】 
 
１位 9 件(20.9%) 

 
4.｢貸付条件等のその他の事項(法 15 条要件、考査承認番号、協会員番号

及びマーク)｣の表示の不備 
(絵コンテ上に露出秒数・文字級数の表示なし、仮考査承認番号の表示

なし)  
２位 8 件(18.6%) 

 
8.｢啓発文言の表示(文字級数)｣の不備 

(絵コンテ上に文字級数の表示なし) 

３位 7 件(16.3%) 7.｢啓発文言の表示(とりきり表示、露出時間)｣の不備 
(絵コンテ上に露出秒数の表示なし) 

４位 6 件(14.0%) 1.｢貸付けの利率の表示｣の不備 
(絵コンテ上に露出秒数・文字級数の表示なし) 

４位 6 件(14.0%) 2.｢賠償額の予定の表示｣の不備 
(絵コンテ上に露出秒数・文字級数の表示なし)  

４位 6 件(14.0%) 3.｢年齢制限の表示｣の不備 
(絵コンテ上に露出秒数・文字級数の表示なし) 

７位 1 件 (2.3%) 23.｢審査をする旨｣の表示なし   
                     

※各項目の月別件数と具体例は、次頁の表と数字に対応 
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－

－

文字級数の表示なし

文字級数の表示なし

－

－

－

－

文字級数の表示なし

－

－

－

－

－

の表示なし

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

平成20年度テレビＣＭ出稿審査における「広告審査に係る審査基準」抵触項目集計表

広告
審査
基準

抵触項目
（1-8.10表示の義務等、9.11-17表示の禁止、18-28留意 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成20年 平成21年

事項等） (H20.
合計
9～H21.3)

主な抵触事例

Ⅰ
‐
２

(1)-① 1 貸付けの利率の表示（上限利率・小数点一位まで表示） 6 14.0% 0 0 0 0 0 0 6 絵コンテ上に、露出秒数、

(1)-② 2 賠償額の予定の表示（違約金・元本割合年率小数点一位まで表示） 6 14.0% 0 0 0 0 0 0 6 絵コンテ上に、露出秒数、

(1)-  ③ 3 年齢制限の表示 6 14.0% 0 0 0 0 0 0 6 絵コンテ上に、露出秒数、

(1)-④ 4 その他の事項の表示（貸金業法15条要件、考査承認番号、協会員番号及びマーク） 9 20.9% 0 0 1 0 0 1 7 絵コンテ上に、露出秒数、文字級数の表示なし、必須表示事項(仮考査承認番号の表示なし

(2) 5 啓発文言の表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

(3)-① 6 啓発文言の表示（貸付条件表示と別に単独で表示すること） 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

(3)-② 7 啓発文言の表示（とりきり表示、露出時間） 7 16.3% 0 0 0 0 0 1 6 絵コンテ上に、露出時間の表示なし

(3)-③ 8 啓発文言の表示（文字級数） 8 18.6% 0 0 0 0 0 1 7 絵コンテ上に、文字級数の表示なし

(4)-① 9 安易な借入れを助長する、またはその疑いのある表現 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

(4)-② 10 ホームページアドレスを表示する場合、当該HPに啓発文言及び返済シミュレーションがあること 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

Ⅲ

2 11
顧客誘引を目的とした特定の商品を中心的な商品
な表示

であると誤解させるよう
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

3 12 他の貸金業者利用者または返済能力がない者を対象に勧誘する表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

4-① 13 貸付け審査を全く行わずに貸し付けが実行されるかのような表現 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

4‐② 14
債務整理を行った者や破産免責を受けた物にも容
表現

易に貸付けを行う旨の
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

4-③ 15 他社借入件数、借入金額について考慮しない貸付けを行う旨の表現 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

5 16 公的な年金、手当等の受給者の借り入れ意欲をそそるような表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

6 17 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させる表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

Ⅳ

1-① 18 利息等の表現を明瞭かつ正確に表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

1-② 19
事実に基づかない表現により、資金需要者などに
表現

誤認させる恐れのある
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

1-③ 20 貸付けの利率に関する不適切な表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

1-④ 21 携帯電話の表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

1-⑤ 22 不当景品類及び不当表示防止法・屋外広告物法等を遵守 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

2-① 23 審査をする旨を明記 1 2.3% 0 0 0 0 0 0 1 必須表示事項(審査をする旨)

2-② 24 貸付けの種類ごとの限度額を明記 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

2-③ 25 礼金、割引金、手数料、調査料等の費用を徴求する場合は、その名称を明記 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

2-④ 26 無人契約機の場合は「無人契約機」「店頭と同様の審査を行っている旨」を記載 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

2-⑤ 27 不動産担保金融などの場合、手数料及び期限前償還の違約金について表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

2-⑥ 28 返済例を表示する場合は、貸付利率の上限率で計算した例を表示 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

43 100.0% 0 0 1 0 0 3 39
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Ⅲ．広告モニタリング結果 
 
当協会では、金融庁（財務(支)局、沖縄総合事務局）、東京都、大阪府、愛知県及び福

岡県が行った貸金業者による広告の調査と同時に、夕刊紙・スポーツ紙の平成 20 年 4

月 21日発行分に掲載された協会員による広告について、その内容が自主規制基本規則等

に則ったものとなっているか調査を行った。 

その結果、掲載された協会員の広告のうち、約 9 割が規則に照らし不適切と判断され

た。詳細と対応は、以下の通り。 

  
(1) 調査の結果 

・広告掲載協会員数 
  うち不適切な広告を掲載した協会員数 

106 社 
100 社 

  
・掲載広告総数 
  うち広告種類件数 

242 件 
154 件 

 （※単一業者が、同内容の広告を複数掲載していた場合は、1 種類とみなし 1 件としてカウント） 

   うち自主規制基本規則等に照らし不適切な広告数 138 件 
 

(2) 調査結果を踏まえた対応 
・不適切な内容と認められる広告を掲載した協会員 99 社に対して、是正指導等を

行った。（不適切な広告を掲載した協会員のうち、1 社は廃業済み） 
 
 
 

現在、当協会では、スポーツ新聞・夕刊紙およびテレビ CM に関し、モニタリング調

査を行っており、各行政とは情報交換等を実施しながら協力連携を図っている。 
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１．スポーツ新聞・夕刊紙のモニタリング調査結果 
   

スポーツ新聞・夕刊紙に掲載されている協会員の広告が、自主規制基本規則第 43 条に

定める広告出稿審査を受けて承認された広告かどうかについて、全国の支部を活用した

モニタリング調査を以下のとおり実施した。 
 

    調査年月 
調  査 
支部数 

審査対象広告 
(出稿協会員数) 

未承認広告件数 
(出稿協会員数) 

未承認広告 
割     合 

第１回 

(前期) 

H20 年 10 月 

(任意の１日) 
１６支部 ６１２件（７０社） ２１５件（１９社） ３５．１％ 

第１回 

(後期) 

H20 年 11 月 

(任意の１日) 
３１支部 ９６５件（７７社） ２５３件（１７社） ２６．２％ 

第 1 回 
(合計) 

H20 年 

10・11 月 
４７支部 

１,５７７件（８１社）

(注)  
４６８件（２２社） 

(注) ２９．７％ 

    
(注)前期又は後期に広告出稿していた実質協会員数 

        第２回 

(前期) 

H21 年１月 

(任意の１日) 
２３支部 ６２８件（６４社） ８２件（１２社） １３．１％ 

第２回 

(後期) 

H21 年２月 

(任意の１日) 
２４支部 ６６１件（６５社） ７５件（ ６社） １１．３％ 

第２回 
(合計) 

H21 年 

１・２月 
４７支部 

１,２８９件（７０社）

(注) 
１５７件（１２社） 

(注) １２．２％ 

    
(注)前期又は後期に広告出稿していた実質協会員数 

        第３回 

(前期) 

H21 年３月 

(任意の１日) 
２４支部 ５４８件（６２社） ２８件（ ３社） ５．１％ 

第３回 

(後期) 

H21 年４月 

(任意の１日) 
２３支部 ４５８件（５０社） １３件（ ２社） ２．８％ 

第３回 
(合計) 

H21 年 

３・４月 
４７支部 

１,００６件（７４社）

(注) 
４１件（３社） 

(注) ４．１％ 

(注)前期又は後期に広告出稿していた実質協会員数 
 
※ 第１回の全国調査結果においては、スポーツ新聞等の広告のうち、審査対象広告に対し

て未承認で出稿されていた広告の割合が、29.7%(22 社)あったが、未承認で広告を出稿し

ていた当該会員に対する指導を実施するにしたがって、第 2 回の全国調査では、12.2%(12
社)、第 3 回の全国調査では、4.1%(3 社)と、未承認広告の割合が減少傾向にある。 
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２．テレビＣＭのモニタリング調査結果 
   

自主規制基本規則第 48 条に定めるテレビＣＭに関する「放送時間帯」「放送総量」「放

映番組」に関する留意事項について、協会員が遵守しているかどうかについてのモニタリ

ング調査を以下のとおり実施した。 
 

(1) 調査委託会社：株式会社ビデオリサーチ 
 

(2) 調査対象地域： 
平成 20 年４～６月 関東地区５局 (日本ﾃﾚﾋﾞ、TBS ﾃﾚﾋﾞ、ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ、ﾃﾚﾋﾞ朝日、ﾃﾚﾋﾞ

東京) 
７～９月 関西地区５局 (読売ﾃﾚﾋﾞ、毎日放送、関西ﾃﾚﾋﾞ、朝日放送、 

ﾃﾚﾋﾞ大阪) 
10～12 月 名古屋地区５局 (中京ﾃﾚﾋﾞ、中部日本放送、東海ﾃﾚﾋﾞ、名古屋ﾃﾚﾋﾞ、

ﾃﾚﾋﾞ愛知) 
平成 21 年１～３月 関東地区５局 (日本ﾃﾚﾋﾞ、TBS ﾃﾚﾋﾞ、ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ、ﾃﾚﾋﾞ朝日、ﾃﾚﾋﾞ

東京) 
 
(3) テレビ CM を出稿していた協会員数：１１社 

 
(4) 調査の結果、自主規制基本規則に抵触していた件数：２件（２社） 

          ・放送禁止時間帯(7:00～9:00)に出稿 
・放送総量上限 100 本(15 秒=１本換算)を超える 102 本出稿 
（２件の原因：テレビ局と広告会社の連絡・調整ミス） 
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Ⅵ．広告関係団体等の連携及び協力 
 

広告は、資金需要者から見れば、貸金業者の選定、有利な条件の選択に関わる重要な情

報源であり、資金需要者保護の観点から、適正でなければならない。 

適正な広告が出稿されるためには、広告を出稿する協会員だけではなく、広告会社や広

告媒体の協力がないと難しいことから、当協会では、精力的に広告関係団体等との連携及

び協力体制の構築を図っている。 

平成 20年度に実施した広告関係団体等との連携及び協力に関する活動については、以下

のとおりである。 

 
<平成 20年> 

4月 10日発行 社団法人日本広告審査機構(JARO)広報誌「REPORT JARO」に「日本貸金業協会

の設立と自主規制活動」を寄稿 

5月 15日  JARO広告研究講座「広告法務の基礎と媒体考査」を受講 

5/7～5/21    金融庁・行政と同時に行った夕刊紙等における協会員広告一斉調査・指導実施 

6月 3日      JARO第 34回通常総会記念講演出席 

7月 9日      社団法人日本民間放送連盟へテレビ CM審査について説明 

7月 24日  社団法人日本雑誌広告協会へ雑誌広告の審査開始について説明 

7月 25日  社団法人関西広告審査協会において広告出稿時の注意点について講演 

8月 11日    社団法人日本民間放送連盟とテレビ CM 審査について意見交換 

8月 12日    NTT番号情報株式会社と電話帳広告の審査基準について意見交換 

8月 21日    社団法人日本民間放送連盟へテレビ CM 審査開始について説明 

9月 26日    関東交通広告協議会へ協会の自主規制の説明及び意見交換 

10月 16日   財団法人新聞広告審査協会の会員社研修会において「貸金業の広告に係 

る審査基準」について講演 

10月 24日   インターネット広告推進協議会へ協会の自主規制の説明及び意見交換 

11月 5日    社団法人日本広告業協会へ協会の自主規制の説明及び意見交換 

11月 7日    社団法人日本新聞協会へ協会員の広告適正化について説明 

11月 13日   日本アフィリエイト・サービス協会へ協会自主規制の説明及び意見交換 

11月 17日   社団法人日本広告審査機構(JARO)へ協会の自主規制の説明及び意見交換 

<平成 21年> 

1月 5日   広告会社 22社へ当協会員の広告の適正化について協力依頼 

1月 7日      社団法人日本広告業協会へ当協会員の広告の適正化について協力依頼 

1月 14日    広告業協同組合へ当協会員の広告の適正化について協力依頼 

1月 15日    社団法人日本新聞協会へ当協会員の広告の適正化について協力依頼 

1月 23日    社団法人日本雑誌広告協会と貸金業に関する自主基準について意見交換 
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2月 13日    JARO広告研究講座「CGM領域・ブログ広告について、東京都におけるインター

ネット上の広告表示の適正化の取り組みについて」を受講 

2 月 26 日    民放連・消費者金融 CM に関する在京テレビ５社連絡会へ広告審査小委員会の

活動について説明 

3月 9日    JARO主催 関係団体協議会（民間自主規制団体）に出席 

3月 27日    民放連・全国考査責任者会議にて協会の広告審査体制等について説明 

 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
お問い合わせは下記にお願いします 
 
〒108-0074 東京都港区高輪３-１９-１５ 二葉高輪ビル３階 
 
日本貸金業協会 コンプライアンス部 広告審査課 
 
ＴＥＬ ０３－５７３９－３０１４ 
ＦＡＸ ０３－５７３９－３０２７ 
Ｅ－ｍａｉｌ ： koukoku@j-fsa.jp  
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